
 

 

２０２３年９月２９日 

 
 

株式会社 リツアン STC との「浜松いわた信用金庫ポジティブ・インパクト・ファイナンス」の 

契約締結について 

 

浜松いわた信用金庫（理事長 髙栁 裕久、以下「当金庫」）では、SDGs への取組み及び持続可能な社

会への貢献を実現するため株式会社リツアン STC 様と「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」（以下 PIF）の契約

を締結しましたので下記のとおり、お知らせいたします。 

 

企業概要 

  株式会社リツアン STC様の取組みについての詳細は、「評価書」をご参照ください 

事業者名 株式会社リツアン STC 

所 在 地 掛川市連雀１‐５ 

業   種 労働者派遣業 

 

実施内容 

契約日 ２０２３年９月２９日 

融資金額 １５０，０００，０００円 

資金使途 運転資金 

 

同社におけるインパクトを、以下のとおり評価しました。（詳細は別添の「評価書」をご参照ください） 

社 会 

 

・派遣労働者の早期投入による現場課題の解決 

・新システム導入によるバックオフィス業務量の削減 

・P マークの取得 

   

経 済 

 

・優秀なエンジニアとの契約を増加し、労働力の流動化を実現し、各地のク

ライアント企業の要望に応えるとともに、派遣労働者の待遇を改善する 

・女性の能力を活用した労働者環境の維持・向上 

  

 

「PIF」は、企業活動において環境・社会・経済に及ぼすポジティブインパクトの向上とネガティブインパクトの低減を包括

的に分析・評価することで、資金供給と当該活動の継続的な支援を目的とする融資商品です。 

事業者様の企業活動そのものが SDGs や ESG 等に与えるポジティブ及びネガティブなインパクトを当金庫および（一

財）しんきん経済研究所が（株）日本格付研究所の協力を得ながら評価を実施します。 

また、事業者へのインパクト評価で特定された KPI について、進捗状況、適切に回避・低減されているか融資期間中に

おけるモニタリングを実施します。 

 

浜松いわた信用金庫は、お客様の SDGs・ESG 経営に向けたソリューションの提供や対話を行い、長期に亘る信頼関

係構築と持続可能な地域社会の構築に取り組んでまいります。 

以 上 
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＜要約＞ 

株式会社リツアン STC(以下、リツアンＳＴＣ)は労働者派遣業ならびに有料職業紹介業である。 

技術系人材の需要の高まりに対応して、一般事業会社（製造業・情報通信業など）、大学、研究施設等

に対して主に技術者を派遣している。技術者の派遣に特化していることで、低いマージン率の設定と自

社の派遣労働者からの紹介による新しい労働者との契約を可能にしているという特徴的なビジネスモ

デルを構築しており、年次、事業規模を拡大している。 

これは、スキルの高い人材の企業間・地域間の流動性を高めることによって、産業界での人材需要に

応えられるものであるとともに、労働者にとっても経済的な利益だけでなく、自らの能力を発揮でき、

生き生きと働くことができる職場を探求していくことを可能とするモデルである。 

なお、以下ではリツアンＳＴＣが正社員として労働契約を交わし、他の企業へ派遣している社員を「外

勤社員」と表記する。 

 

 

 

 

  今回実施の「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」の概要 

金額 １５０，０００，０００円 

資金使途 運転資金 

モニタリング期間 ７年０か月 
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１．企業概要 

企業名 株式会社リツアン STC 

所在地 静岡県掛川市連雀 1-5 

事業所 本社機能 

本  社/静岡県掛川市連雀 1-5 

営業拠点 

静岡事務センター/静岡県掛川市連雀 3-7 

東京オフィス/東京都目黒区駒場２-８-９  

名古屋オフィス/愛知県名古屋市千種区橋本町 1-４５-1 

大阪オフィス/大阪府大阪市北区大深町 3-1 

グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル８階 

京都オフィス/京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町 19-8 

沖縄オフィス/沖縄県那覇市首里池端町 11-2 

横浜サテライトオフィス/神奈川県横浜市中区元浜町３-２１-2 

ヘリオス関内ビル４階 

 

従業員数 850名（2023年 8月現在） 

うち外勤社員数 789名（男性：女性＝８：２） 

資本金 3,500万円 

事業内容 労働者派遣事業・有料職業紹介事業 

グループ会社 なし 

許認可・登録・特許 労働者派遣事業   届出番号 派 22-300809 

有料職業紹介事業 許可番号 22-ユ-300418 

主要取引先 ・製造業 

ヤマハ発動機株式会社 

いすゞ自動車株式会社 

NTN株式会社 

古河 AS株式会社 ほか 

・情報通信業 

楽天グループ株式会社 

KDDI株式会社 

エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 

ソフトバンクグループ株式会社 

株式会社サイバーエージェント ほか 

・大学・研究機関など 
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沖縄科学技術大学院大学 

国立大学法人東京大学 

国立大学法人浜松医科大学 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 ほか 

2023年６月末時点、226社へ人材を派遣している。 

沿革 2007.9  株式会社リツアン STC 設立 

2007.11 掛川オフィスを開設 

2008.2  特定労働者派遣事業（特 22-301136）番号取得 

2009.9  横浜サテライトオフィスを開設 

2011. 4  東京オフィスを開設 

2012. 4  本社を静岡県掛川市連雀に移転 

2014. 3  有料職業紹介事業（許可番号 22-ユ-300418）を取得 

2015. 3  名古屋オフィスを開設 

2018. 4  労働者派遣事業（派 22-300809）番号取得 

2018.12  大阪オフィスを開設 

2022.7  Openwork社口コミサイト※1で「転職したい企業 第３位」を 

記録 

2023.3  沖縄オフィスを開設 

2023.７  京都オフィスを開設 

 

1-1  事業概況 

（１）事業規模(セグメント別、売上高)   

リツアンＳＴＣは労働者派遣事業ならびに有料職業紹介事業を営んでいる。そのうち、労働者派遣事業

をリツアンＳＴＣでは、エンジニアリングソリューション事業と呼称しており、IT関連のソフト開発分野・イ

ンフラ分野や通信、機械設計、電気・電子設計、建設に加えて、ケミカルエンジニアリングや解析・評価な

どに多くの技術者を派遣している。 

 

 

 

 

※１Openwork社口コミサイト 

Openwork株式会社（東証グロース 5139）が運営する就職・転職の参考情報として、在籍企業の

職場環境に対する社員の評価点やレポートを共有する WEBサービス。 2007年からサービスを開

始し、各企業の社員から投稿型で情報を収集している WEBサイトとしては、国内最大規模の社員

クチコミと評価スコア（2023年 8月時点約 1,530万件）を有し、登録ユーザー数約 527万人の就

職・転職情報プラットフォーム。リツアンＳＴＣは Openwork社に対して何らの情報提供や業務の

提携を行っていないが、2022年 7月期のユーザー評価で上位に記録された。 



    

4 

 

【図表 1-1-1 事業分野】 

事業分野 売上高 売上高構成比 

労働者派遣事業 4,312百万円 88.4% 

請負事業 568百万円 11.6% 

合計 4,880百万円 100.0% 

（リツアンＳＴＣが提出した「労働者派遣事業報告書」から当研究所が作成） 

 

リツアンＳＴＣの事業の特徴は【図表 1-1-2】のように、技術者（エンジニア）の派遣に特化しているこ

と、非常に低いマージン率で外勤社員と雇用契約を結んでいることである。 

 

【図表 1-1-2 セグメント別外勤社員数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人、各年の 6月末時点） 

（リツアンＳＴＣが提出した各年次の「労働者派遣事業報告書」から当研究所が作成） 

 

セグメント別では、メーカーの開発や設計などで求められる「製造技術者」がほぼ 50％近くを占め、

昨今、著しく需要が高まっている IT系のエンジニアである「情報処理・通信技術者」が 40％強となって

いる。 

2021年と比較すると、外勤社員数は 26％以上の増加を見せているが、セグメント別の構成比に大

きな変動はなく、前記の二つの業務で 90％以上を占めている。一方で、製造現場（工場など）で実際に

製造・加工に携わる労働者（ブルーワーカー）は３％程度である。 

派遣
社員数

構成比
派遣

社員数
構成比

派遣
社員数

構成比

製造技術者 291 49.8% 320 49.5% 363 49.3%

情報処理・
通信技術者

224 38.4% 275 42.5% 313 42.5%

一般事務従事者 32 5.5% 16 2.5% 38 5.2%

生産関連事務
従事者

0 0.0% 3 0.5% 0 0.0%

営業・
販売事務従事者

0 0.0% 0 0.0% 3 0.4%

製品製造・
加工処理従事者

16 2.7% 14 2.2% 10 1.4%

機械組立従事者 21 3.6% 19 2.9% 9 1.2%

機械整備・
修理従事者

0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%

合計 584 100.0% 647 100.0% 737 100.0%

2022年2021年2020年

セグメント
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【図表 1-1-3 労働者派遣先数と外勤社員数の推移】      

 

 

 

 

 

 

（リツアンＳＴＣからの資料提供により当研究所が作成） 

 

過去３か年の我が国はコロナ禍の状況下にあり、サプライチェーンの停滞等による生産の減退も見ら

れたが、この間でも技術者に特化した人材派遣を継続してきたリツアンＳＴＣは、派遣先の企業数や派遣

する労働者の数を増加させることに成功している。これは、国際的な競争が強まる中で、生産が停滞し

ても研究開発は停滞させることはできないという日本のメーカーの姿勢の表れであり、リツアンＳＴＣは

そこで求められる技術者の供給に貢献してきたと言える。リツアンＳＴＣは、このような企業の人材確保

に対する需要を強く受け止めており、2024年８月期の計画で外勤社員数は 850人を達成するもの

としている。 

 

（２）事業プロセス、サプライチェーン 

エンジニアは需要の多い地域へ派遣している。このため、主要都市にオフィスを設置する必要がある

ため、本社のほかに全国６ヶ所の営業拠点を構えている。静岡県下の製造業を中心に、首都圏や関西圏

などへもエンジニアを供給している。 

 

（３）ビジネスモデルの詳細 

①ビジネスモデル 

労働者を派遣する場合のマージン率（派遣元企業の収入額／派遣先企業の支払額）は業界平均で

40％程度である。これをリツアンＳＴＣでは最高で約３２％としており、労働者本人への還元率を大き

くすることをビジネスモデルの根幹としている。 

また、本人に対する派遣先企業の実際支払額とマージン率を外勤社員本人に開示するなどして、社

員とリツアンＳＴＣが納得できる金額で契約する透明性の高い仕組みを採用している。さらに、契約の

更改（延長）に際しては、労働（時給）単価の引き上げを交渉するなど、外勤の経済的利益の向上に腐

心してきた。 

加えて、リツアンＳＴＣに在籍している期間が４年を超え１０年以内の外勤社員のマージン率は約２

０％に低下させ、１０年を超えるとマージン率は約 9.7％とするなど、優秀な技術者を囲い込むため

の制度を設計し実施してきた。このため、全外勤社員の平均のマージン率は約２７％程度で推移して

いる。 

 

 2020年 

6月期 

2021年 

6月期 

2022年 

6月期 

2023年 

6月期 

派遣先企業数 166社 182社 193社 2２６社 

外勤社員数 5７4名 ６１２名 ６７９名 7８９名 
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【図表 1-1-4 マージン率】 

（リツアンＳＴＣ ＨＰから抜粋） 

 

リツアンＳＴＣが 2007年の設立・開業から続けているビジネスモデルは、代表取締役野中邦章氏

の経験と考え方を実現したものである。 

学卒後に就職した人材派遣企業で営業所を任された野中氏は、派遣先企業から受け取る人材派遣

料金と派遣社員に支払われる給与との差額の大きさに疑問を持ち、会社を辞しリツアンＳＴＣを設立

した。そして、自分の会社ではエンジニアを正当に評価し、エンジニアに対する報酬をできるだけ大き

くするようにこだわりたいと、数々の施策を重ねてきた姿が現在のリツアンＳＴＣである。（野中邦章氏

ブログ 2015.05.01「僕が派遣会社を設立した理由」より） 

また、リツアンＳＴＣでは、特に技術者系派遣労働者の待遇は、そのスキルに比較して低く評価され

がちであることに問題意識を持ち、待遇を改善することによって高いモチベーションをもった社員を

派遣することができると考えている。結果的には、２０２２年には、Openwork社で人材サービス約

5,000社中「社員の士気 3位」を獲得するなど、一定の評価が見られた。また、リツアンＳＴＣの派遣

する技術者は派遣先企業でも望まれる成果を上げてきたことから、リツアンＳＴＣのエンジニアに対す

る評価は高くなり、派遣先企業が増加してきた経緯がある。以上の取組から、事業規模の成長を達成

するとともに、外勤社員、派遣先企業とも共存共栄の関係を築いてきた。 

 

②低いマージン率を維持するための方策 

a.間接経費の抑制 

リツアンＳＴＣはこれまで、バックオフィスは賃料が安価なところに立地する、バックオフィスのス

タッフ数は最小限とするなどの取組により、本社で発生する営業・管理費用を抑制してきた。加え
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て、後述するように、外勤社員を募集するための手段として紹介制度を設けており、求人広告・外部

求人サイトなど利用しないことで広告宣伝費を発生させないなど、間接的な経費を最小限に抑える

努力を継続している。 

 

b.外勤社員の採用方法 

リツアンＳＴＣでの外勤社員の採用は、約 70%がエンジニア同士の「リファラル（紹介）入社」がメ

インである。これは、リツアンＳＴＣの外勤社員が、同じ派遣先で働く別の派遣会社の社員と、雇用条

件などの情報交換をするうちに、他社の派遣社員が転籍をしたいと申し出てくるようなケースであ

る。さらに、自社の労働者に対して、労働者を紹介すると一時金１０万円と毎月５０００円の手当を

支給するなどのインセンティブを設けている。これによって、多方面のスキルを持つ 700名以上の

エンジニアが在籍している。 

また、紹介入社の社員は、リツアンＳＴＣ外勤社員の眼で既存の派遣先での実績・実力・パーソナリ

ティが把握できているので、採用時の面接等でのスキルや本人の希望を掌握することに資するメリ

ットもある。これによって、新しく契約した外勤社員（求職者）を、求められる派遣先（求人企業）へ派

遣することができ、派遣先の満足度の向上にもつながっている。 

 

【図表 1-1-5 紹介した社員に対するインセンティブ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（リツアンＳＴＣ ＨＰから抜粋） 

1-2  経営理念 

（１）ビジョン・ミッション・方針など 

①ビジョン 

リツアンＳＴＣは、「いきいき生きる人を増やす」というビジョンを持つ会社である。この AIの発展

する時代において、人々が持つ最後の武器は「モチベーション」であると考えている。世界を変えるよ

うなサービスは、常に人々の強い情熱から生まれてきた。リツアンＳＴＣの目標は、人々が充実した人

生を送り、仕事に情熱を注ぎながら挑戦できる社会を実現することである。 

リツアンＳＴＣには以下の３つのミッションがあると考えている。 
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a.１円でも高い報酬を支払うこと 

リツアンＳＴＣは、リツアンＳＴＣのサービスを受けたクライアントから支払われる報酬こそが

価値あるものであると信じている。そのため、営業、採用、バックオフィス業務を民主化し、エン

ジニアの搾取をなくすことを目指している。エンジニアの報酬を増やすことで、採用競争力を高

め、エンジニアが正当に評価される社会を実現する。 

b.会社を「出入り自由のコミュニティの場」とすること 

リツアンＳＴＣは、それぞれの社員が会社に所属するのではなく、参加するべきだと考えてい

る。したがって、勇気を持って挑戦したエンジニアが失敗しても、何度でも戻って来てやり直す

ことができる環境を提供することで、リツアンＳＴＣは、出入り自由のコミュニティの場となる。 

c.私たちは会社を「使われる」ものから「使う」ものへと変えること 

リツアンＳＴＣは、それぞれの社員から会社が都合よく使われることがその役割であると信じ

ている。そのため、社員の側に立ち、言いづらいことを代弁し、働く環境をより良くするための

交渉を行う。リツアンＳＴＣは一人一人のキャリアに真剣に向き合い、理想の働き方を見つける

エージェントとしての役割を果たし続ける。 

 

②経営方針： 「『技術派遣』改め、『技術者集団』リツアン」宣言 

リツアンＳＴＣは 2023年５月に経営方針として、「技術派遣」を一新し、「技術者集団」として新たな

ステージに進むことを宣言した。リツアンＳＴＣは築き上げてきた高い給与還元システムとエンジニア

に対する真の評価により、評判の高い企業としての地位を確立してきており、更なる進化を目指し、

事業を大幅にアップデートする。方針を実現していくための具体的な方策として以下の４つを標榜し

ている。 

 

a.「リツアン・フリーランス」の展開 

リツアンＳＴＣは、今後、直営業型フリーランスエンジニアを増やすことを営業目的の一つとす

る。仲介業者を通さず、直接取引を行うフリーランスエンジニアはより高い収入を得ることが

でき、エンジニアの成長を促し自らのスキルと経験を最大限に活かすことができるからであ

る。リツアンＳＴＣは、直営業型フリーランスを目指したいがハードルを感じているエンジニアに

対して、踏み台企業としての役割を果したいと考えている。リツアンＳＴＣ社員と派遣先企業が

直接取引を進めることに異議を述べず、フリーランスエンジニアの成功を支援する。 

 

b.「リツアン・プライム SES※2」の始動 

 

※2 SES（System Engineering Service） 

システム開発における委託契約の 1種。ソフトウェアやシステムの開発、保守、運用など特定

業務において、エンジニアの技術力を提供する契約のこと。IT業界における契約形態は大きく分

けて、成果物を納品することで対価を受け取る契約と、技術者の労働に対して対価を受け取る契

約の 2種類があり、SESは後者の契約形態である。 
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昨今、派遣法の適用外であるがゆえに、マージン表記が不明瞭、請負構造が多重であるため

エンジニアの報酬が少ない等の問題点を抱える SES 企業が存在する。リツアンＳＴＣはエンジ

ニアから一定の評価を受けており、このような企業イメージを生かして、SES 業界にも切り込

み、SES エンジニアの地位向上に寄与していく。具体的には、高単価案件を中心に取り扱い、

SES エンジニアの地位向上に貢献するとともに、SES 業界における問題点である不透明なマ

ージン表記や低い給与などの解消にも積極的に取り組んでいく。 

 

c.「リツアンDIY(Do It Yourself)」の導入 

リツアンは、技術面を熟知したエンジニアだからこそ可能なスピード感・的確性を持った採

用・営業活動を推進し、組織運用をDX化して個人主導型の運用にシフトすることで、報酬還

元プロセスを最大限に強化していく。 

勤怠・給与・請求などのデジタル化された簡単な事務作業を各個人に委ねることで、事業継

続の人的コストを大幅に削減するシステムである『リツアンDIY』の導入を進めている。 

また、エンジニアが直接企業から案件を獲得したり、案件を元に新しい社員の採用活動を行

うことで、給与プラスアルファの報酬を得ていただくための独自の取組である「リツアン 

Direct Connect」も導入予定である。 

 

d.「リツアンエージェント」の活動開始 

派遣/SES業界において、エンジニアの雇用形態・契約形態は、通常、仲介業者の評価によっ

て決定され、本人のキャリアアップのためであっても、辞職は好まれない傾向がある。しかし、

この現状は、エンジニアの長期的なキャリア形成にはつながらないとリツアンＳＴＣは考え、エン

ジニアが新しいキャリアにどんどんトライし、自由に人生設計できる世界こそが本質的に求めら

れるべきだと考える。 

リツアンＳＴＣは、「トライアル・エージェント」としてエンジニアのキャリア形成の踏み台とな

り、派遣・委託契約を経て常駐先の正社員となるか、直接取引するかを自由に選択できる出口

戦略まで全面的にサポートする。エンジニアに対しては理想の就業先と働き方を探すためのパ

ートナーとして、エンジニアがキャリアアップするために必要な情報やノウハウを提供すること

で派遣先の企業を積極的な支援するものとしている。 
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（リツアンＳＴＣ ＨＰから抜粋） 

 

1-3業界動向 

(1)市場概況 

株式会社矢野経済研究所の推計によると、2021年度の人材ビジネス業界（人材派遣業、人材紹介

業、再就職支援業）の市場規模は、事業者売上高ベースで前年度比 6.9％増の 9兆 5,281億円であ

った。内訳は人材派遣業市場が 9兆 2,000億円、人材紹介業市場が 2,960億円、再就職支援業

市場が 321億円となった。 

また、厚生労働省によると、2022年度平均の雇用者は 6,048万人で、前年度よりも２２万人

（0.3％）増加した。うち、「労働者派遣事業所の派遣社員」は 153万人で 11万人（7.7％）増加して

いる。同様に 2023年１～３月期の「労働者派遣事業所の派遣社員」は 154万人で前年同期から

16万人（11.6％）増加しており、日本の雇用者 5,680万人に占める割合は 2.7％となっている。 

 

(2)今後の動向 

株式会社矢野経済研究所では、これまで幅広い領域で人材派遣サービスを提供してきた大手総合

人材派遣事業者が、人材需要が高い業種（医療・介護など）や人材層（専門的なスキルや経験値が豊富

なプロフェッショナル人材など）の派遣に特化した新サービスを開発するケースが増えているとしてい

る。 

【図表 1-2-1 リツアンエージェントのイメージ図】 
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今後も労働人口は減少し続けることから、就業と雇用のマッチング機能や様々な働き方が希求され

るものと思われ、労働者派遣業の重要性は高まっていくものと考えられる。 

 

1-4地域課題との関連 

(1)障がいのある者が社会参加できるための取組の実践 

市内観光の活性化と障がいのある者を直接雇用する取組として、2019年１１月から掛川市城下の

貸店舗で、「駄菓子屋横さんち」を運営している。掛川市の中心部であり市内随一の観光スポットであ

る掛川城至近の立地で菓子類や手作りグッズの販売を行っている。販売するグッズも障がいを持つ

社員が在宅で制作しており、店舗勤務の従業員 と合計で１２名の障害のある者を雇用している。 

また、２０２３年８月からは、植物園「BOTANICAL GARDEN OZMAN」の運営も開始した。これ

は敷地内、建物内の全域をバリアフリーとした観葉植物の展示販売およびカフェを運営しており、社

員は２名の障がいのある者と５名の健常者で運営している。 

 

(2)スポーツ振興に対する支援活動 

中央大学サッカー部（2022年～）、ジュビロ磐田（2023年～）とのスポンサー契約を締結し、南

葛 SCとのパートナー契約（2023年～）を結ぶなど、静岡県で盛んなサッカーを中心に支援を継続

している。また、自社内でもパラアスリートを雇用している。 
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２． サステナビリティ活動 

2-１ 社会面での活動 

人材派遣業は、我が国では 1986年に労働者派遣法の制定により、雇用機会確保のために専門性の

高い１３業務に限定して開始された。その後、業務の範囲は拡大されたが、人員不足の際に人員を早急

に補充できるなどの受け入れ企業側のメリットに軸足が置かれ、ともすれば派遣社員は収入や雇用の安

定性で正社員よりも不安定であることを強いられている面も存在する。 

しかし、法制定の当初の目的のとおり、必要なスキルを持つ人材を必要とする職場へ派遣することを

実現しているリツアンＳＴＣの事業は、雇用と労働のミスマッチを短期間で解消できる事業に大きな社会

的有用性があると考えられる。 

また、高度スキルを持った人材をリツアンＳＴＣが正規雇用し、求められる企業へ派遣していることに

よって、労働力の需給を調整し、新卒採用・終身雇用が大きな雇用慣習となっている我が国の雇用環境

の中で企業間や地域間で有用な人材の流動化を促している。さらに経営理念のとおり、外勤社員とリツ

アンＳＴＣが対等な関係を保つことによってリツアンＳＴＣは外勤社員に最適な職場を紹介し、外勤社員

は新たな経営情報をもたらしていることから、外勤社員の報酬の増加とリツアンＳＴＣの業容の成長とい

う双方のメリットをもたらしている。 

以上の点から外勤社員を大切にすることによって、新しい外勤社員が集まり、必要とされる人材を必

要とされる職場へ送り出していくリツアンＳＴＣのビジネスモデルの存在自体が社会に貢献している考え

られる。 

 

（１）雇用関連 

①人材教育の体系・取組状況  

外勤社員に対する法定の研修実施は当然として、家族との時間を作るため、音楽をテーマに契約エ

ンジニアとその家族が一緒に受講できる研修（2019年）を実施するなど、ユニークな取組を実践して

いる。リツアンＳＴＣの外勤社員の大半を占める高度なスキルを持つエンジニアには、スキル開発の需

要は少ないことから、外勤社員の希望を取り入れ、パフォーマンスを最大化する健康トレーニング研修

（2019年）や 3Dプリンター開発者による研修（2019年）、Ｗｅｂ３研修（202２年）など、健康保持

や成功者の体験などの研修も実施している。 

また、リツアンＳＴＣのスタッフ社員向けには、資格取得を奨励し、資格を取得すれば取得費用の半

額を会社から補助する制度も設けている。 

 

②女性活用の方針 

リツアンＳＴＣはエンジニアを派遣する専門人材派遣会社として地歩を固めてきたことから、女性の

スタッフの数は少なかった。しかし、ＩＴ系を中心に女性の進出も目立ち始めており、リツアンＳＴＣでも

女性スタッフの採用を進めてきている。2023年度中に、女性スタッフの割合を増加させ、管理職も１

割となる見通しである。 
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【図表２-１-１】 

（実績）   （実績）    （実績）   （見通し） 

 2020年 

12月期 

2021年 

12月期 

2022年 

12月期 

2023年 

12月期 

スタッフ中の

女性の割合 
31% 31% 40% 44% 

管理職中の女

性の割合 
6% 6% 2% 9% 

（リツアンＳＴＣへのヒアリングにより当研究所が作成） 

 

③ワークライフバランス 

ここ数年の業容の急激な拡大に、バックオフィスの処理能力が追い付いていないため、時間外の勤

務が増加傾向であった。最も大きな要因は、社員派遣実績の締切日が多くの派遣先企業で月末にな

っているためで、リツアンＳＴＣは翌月の５営業日以内には派遣先企業に対して約８００名分の請求書

を発送しなければならないという事情がある。このため、月末月初の事務量が非常に大きくなってし

まうが、月内で平準化することが困難である。 

現在では毎月、従業員の残業管理をし、36協定にて締結されている残業時間を超過しそうな場合

はアラートを出し、次月残業可能時間等を従業員に知らせ、残業過多を防止している。外勤社員の増

加は続いていることから抜本的な対策とはなっていない。 

そこで、バックオフィスの単純業務の削減を図るため、新しい勤怠管理システムを、2023年 10月

を目途に本格的に稼働させる。具体的には、これまで紙ベースで行ってきた外勤社員の勤怠管理、そ

れに基づく派遣先への請求書作成業務等を電子化することが中心的な施策であり、派遣先企業にも

協力していただくことで、将来的には完全ペーパーレス化を実現すること目標にしている。これによ

り、バックオフィスの業務を大きく削減することが可能となる。 

有給休暇については、外勤社員は派遣先企業でのスケジュールに合わせて、随時取得している。バ

ックオフィスのスタッフも年次有給休暇を随時、取得しているほか、希望する者は産前産後休業、育児

休業を取得している。このほか、バックオフィスでは年間での有給取得日数を管理しており、未取得者

へはアラートを出して計画的な取得を推奨しているので、全員が５日以上の有給休暇を取得してい

る。 

 

④人権への取組 （ホットラインの実施など） 

毎月１回、外勤社員、リツアンＳＴＣスタッフ社員の全員にメールを発信し、困りごと、相談ごと、健康

状態や各種の要望などを聴取している。返信されたメールを受信し、閲覧できる権限は社長およびス

タッフ社員（女性）の２名だけに付与しており、送信者の秘密を保持する体制としている。 

これは、代表者へのホットラインを全社員に設定することで、担当する営業スタッフや直属の上司に

話しにくい問題を早期に解決を図したり、問題の再発を防止したりする取組である。現在までのとこ
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ろ、深刻なハラスメントなどの報告はなく、営業情報の共有など、前向きな提案事項なども含めて月

間平均で 2～3％程度の返信がある状況である。 

 

（２）電子化による情報管理の徹底とＰマーク取得 

外勤社員とリツアンＳＴＣとの間に交わす労働契約はすでに電子化されており、現在は派遣先企業と

リツアンＳＲＣとの間に交わす労働者派遣契約の電子化を進めている。先方企業の都合により電子化で

きないケースを除き、電子化を完了させており、情報の一元管理、文書保管事務の負担軽減を進めてい

る。 

また、今後も外勤社員を増加させる計画があることから、さらに個人情報管理の徹底を図るため、Ｐ

マーク※3（プライバシーマーク）の取得を進めている。 

 

（３）地域社会への貢献 

現在、駄菓子・雑貨の小売店である「駄菓子屋横さんち」ならびに観葉植物小売店とカフェを併設す

る「BOTANICAL GARDEN OZMAN」を直営店として運営している。これらは店舗ととしての収

益性はもちろん、障がいのある社員の意見を取り入れ、能力を生かせる職場を設けること、特に「駄菓

子屋横さんち」は掛川城近くに所在し市中心部での賑わいの創出に貢献することも目的としている。 

また、障がいのある社員の提案により、2023年 8月に本社所在地の掛川市にて、掛川市役所、社

会福祉協議会と協力し、車いすでの「スポGOMI」※4を企画開催するなど、障がいのある者の社会参

加の機会の提供にも取り組んでいる。 

 

2-2 環境面での活動 

（１）廃棄物 

リツアンＳＴＣは、多くの外勤社員を企業へ派遣する人材派遣業者であり、自社での物理的生産活動を

行っていない。リツアンＳＴＣの付加価値は、適切な人材を求められる企業へ派遣することで生産されて

おり、通常の企業活動において産業廃棄物が生成されたり排出されたりすることはない。また、電子化

を進めることで紙の使用量の削減が期待され、将来的には完全ペーパーレス化を実現したいとしてい

る。 

 

 

 

※3 Ｐマーク（プライバシーマーク） 

個人情報の保護体制に対する第三者認証制度。個人情報保護体制の基準への適合性を評価し、

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) が使用を許諾する。 

※4 車いす「スポ GOMI」 

「スポ GOMI」は４人 1組で拾った街のごみの種類をポイント制で競い合う日本発祥のスポー

ツ。このスポーツに障がいのある者・健常者が車いすを利用して参加することで、地域の環境美

化だけでなく実施された街のバリアフリーへの対応度などを体感できることから全国で実施され

始めている。 
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（２）使用エネルギーの節約 

電力の使用量については、事務作業によるものだけであり、消費電力量の削減のために、可能な営業

所では照明をＬＥＤに変更している。また、使用する営業車も軽自動車またはハイブリッド車を採用する

など、一般廃棄物やＣＯ２の排出削減に努めている。 

 

２-３ 経済面での活動 

（１）経済収束（自社サービスによる生活者や地域への貢献） 

リツアンＳＴＣは経営理念を実践することで、外勤社員の経済的な地位の向上、正社員との格差是正を

目指しており、一貫して一般的な人材派遣会社に比較して低いマージン率を維持している。外勤社員の

経済的地位の向上は、リツアンＳＴＣの業容を拡大させることに加えて、求められる人材を求められる企

業へ迅速に派遣できる態勢が構築されていることにより達成されている。これを端的に示す指標として

稼働率※5の推移は【図表 2-3-1】のとおり高い水準で推移している。 

 

【図表 2-3-1 外勤社員の稼働率】 

 

 

 

（リツアンＳＴＣからの資料提供により当研究所が作成） 

 

（２）イノベーション 

リツアンＳＴＣはリツアンＳＴＣ外勤社員の情報による社員紹介制度や、新しい派遣先を紹介する制度

などの仕組みを社内に構築させており、これにより会社は広告宣伝費を節約することができ、紹介した

社員は実際に経済的な報酬を受け取ることができる。これは、外勤社員を経済面で厚く遇することを理

念において経営してきたことが実現されている姿である。 

このように、人材派遣会社にありがちなイメージを覆すようなリツアンＳＴＣの取組は、経営を進めて

きた中で培われ、制度として定着し、着実な成果を上げている。リツアンＳＴＣ内で、人材派遣業界では非

常に特徴的なイノベーションが起きたことにより、現在のビジネスモデルが確立された。 

現在では、外勤社員の教育について新しいシステム・制度が検討されており、リツアンＳＴＣには人材

の企業間・地域間の流動化による我が国内でエンジニアの「適所適材」を進展させるイノベーションを絶

えず生み出していく土壌が確固として存在していると考える。 

  

 

※5 稼働率＝実際に派遣先企業で従事している外勤社員数/在籍している派遣外勤社員数。 

分子には産休・育休を取得中の者を含む。 

 2020年 8月期 2021年度 8月期 2022年度 8月期 

稼働率 96.9％ 97.1％ 96.2％ 
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３． 包括的分析 

3-1 UNEP FIのインパクト分析ツールを用いた分析 

UNEP FIのインパクト分析ツールを用いて、リツアンＳＴＣの労働者派遣事業・有料職業紹介事業に

ついて網羅的なインパクト分析を実施した。その結果、ポジティブ・インパクトとして「雇用」、「包摂的で健

全な経済」が、ネガティブ・インパクトとして「雇用」、「廃棄物」が抽出された。 

 

【表 3-1-1  UNEP FIのインパクト分析ツールを用いたインパクト分析結果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive Negative NegativePositive Negative

水

食糧

住居

保健・衛生

教育

雇用

エネルギー

移動手段

情報

文化・伝統

人格と人の安全保障

正義・公正

強固な制度、平和、安定

質　水

大気

土壌

生物多様性と生態系サービス

資源効率・安全性

気候

廃棄物

包摂的で健全な経済

経済収束

その他

Default Values Amended Values
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3-2 個別要因を加味したインパクト領域の特定 

リツアンＳＴＣの個別要因を加味して、同社のインパクト領域を特定した。 

その結果、リツアンＳＴＣが積極的に事業の展開を進めることによって、リツアンＳＴＣは独自のビジネ

スモデルで事業を拡大することで企業の経済的価値を高め、リツアンＳＴＣから人材を派遣された企業

はその人材を活用し経済的な恩恵が得られるものと判断し「経済収束」をポジティブ・インパクトに加え

た。また、Ｐマークの取得など個人情報の保護を強化する取組が行われていることから、「情報」、「人格

と個人の安全保障」をネガティブ・インパクトに加えた。 

一方、主力である労働者派遣事業は物理的な生産活動は行っておらず、業務は一般的な事務作業が

主であり、自社事業を遂行しても廃棄物の生成・排出は行われない。以上から、ネガティブ・インパクトの

抑制ができているので「廃棄物」を削除した。 

 

3-3 特定されたインパクト領域とサステナビリティ活動の関連性 

リツアンＳＴＣのサステナビリティ活動のうち、ポジティブ面のインパクトは、契約した労働者を求めら

れる企業へ迅速に供給する仕組みが構築されていることが「雇用」「経済収束」に、低いマージン率での

事業が確立され紹介制度を基軸とした技術系の外勤社員を増加する取組は「雇用」、「包摂的で健全な

経済」「経済収束」に貢献する取組であると評価される。 

一方、ネガティブ面においては、コンピューターシステムの導入によるバックオフィスの業務負担の軽

減は「雇用」に貢献する取組であると評価される。また、Ｐマークの取得等、一連の個人情報の保護に向

けた取組は「情報」、「人格と人の安全保障」に、代表者に対するホットラインの設定は「人格と人の安全保

障」に貢献するものと考える。 

 

3-4 インパクト領域の特定方法 

UNEP FIのインパクト分析ツールを用いたインパクト分析結果を参考に、リツアンＳＴＣのサステナ

ビリティに関する活動を同社の HP、提供資料、リアリング等から網羅的に分析するとともに、同社を取

り巻く外部環境や地域特性等を勘案し、同社が社会・環境・経済に対して最も強いインパクトを与える活

動について検討した。そして、同社の活動が、対象とするエリアやサプライチェーンにおける社会・環境・

経済に対して、ポジティブ・インパクトの増大やネガティブ・インパクトの低減に最も貢献すべき活動を、イ

ンパクト領域として特定した。 
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４． KPIの設定 

特定されたインパクト領域のうち、環境・社会・経済に対して一定の影響が想定され、リツアンＳＴＣの

経営の持続可能性を高める項目について、以下のとおりＫＰＩが設定された。 

 

4-1 社会面 

インパクトレーダーとの関連性 雇用、経済収束 

インパクトの別 ポジティブ・インパクトの増大 

テーマ 派遣労働者の早期投入による現場課題の解決 

取組内容 これまでに培ってきた契約労働者のスキルを適切に評価する手法

を活かし、派遣先企業を決定するまでの期間の短縮化を図り、効

率的な労働者の派遣を実現する 

ＳＤＧｓとの関連性 8.3生産活動や適切な雇用創出、起業、創造

性及びイノベーションを支援する開発重

視型の政策を促進するとともに、金融サ

ービスへのアクセス改善などを通じて中

小零細企業の設立や成長を奨励する 

 

ＫＰＩ（指標と目標） ２０３１年までに派遣労働者の稼働率（企業へ派遣済みの外勤社員

数/契約済みの労働者数）を９７．５％にまで上昇させる 

 

インパクトレーダーとの関連性 雇用 

インパクトの別 ネガティブ・インパクトの低減 

テーマ 新システム導入によるバックオフィス業務量の削減 

取組内容 バックオフィスの業務量と月間での偏りによる時間外労働などを

削減するために、新しいシステムを導入して業務の効率化を実現

し、外勤社員との労働契約ならびに派遣先企業との派遣契約の締

結、社員の勤怠管理、請求書発行などを電子化する 

ＳＤＧｓとの関連性 8.2高付加価値セクターや労働集約型セクタ

ーに重点を置くことなどにより、多様化、

技術向上及びイノベーションを通じた高

いレベルの経済生産性を達成する 

 

ＫＰＩ（指標と目標） ２０31年までにバックオフィスのペーパーレス化を達成し、残業時

間を２０２３年８月期に対して、５％削減する 
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インパクトレーダーとの関連性 情報、人格の安全保障 

インパクトの別 ネガティブ・インパクトの増大 

テーマ Pマークの取得 

取組内容 Ｐマーク取得を全社で取り組むことにより、個人情報の保護体制を

見直し、リツアンＳＴＣが取得する全ての社員・取引先企業の情報を

適法、適切かつ厳格に保護する体制を構築する 

ＳＤＧｓとの関連性 8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクタ

ーに重点を置くことなどにより、多様

化、技術向上及びイノベーションを通じ

た高いレベルの経済生産性を達成する 

9.1 すべての人々に安価で公平なアクセスに

重点を置いた経済発展と人間の福祉を

支援するために、地域・越境インフラを

含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ

強靱（レジリエント）なインフラを開発す

る 

16.6あらゆるレベルにおいて、有効で説明

責任のある透明性の高い公共機関を発

展させる 

 

 

 

ＫＰＩ（指標と目標） 2024年８月までにＰマークを取得し、それ以後は維持する 
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4-2 経済面 

インパクトレーダーとの関連性 雇用、包摂的で健全な経済、経済収束 

インパクトの別 ポジティブ・インパクトの増大 

テーマ 優秀なエンジニアとの契約を増加し、労働力の流動化を実現し、各

地のクライアント企業の要望に応えるとともに、派遣労働者の待遇

を改善する 

取組内容 労働者や派遣契約企業の紹介制度を着実に運用し、有能なエンジ

ニアを全国の企業に派遣できる体制を構築する 

ＳＤＧｓとの関連性 8.2   高付加価値セクターや労働集約型セ

クターに重点を置くことなどにより、

多様化、技術向上及びイノベーション

を通じた高いレベルの経済生産性を

達成する 

8.3   生産活動や適切な雇用創出、起業、創

造性及びイノベーションを支援する開

発重視型の政策を促進するととも

に、金融サービスへのアクセス改善な

どを通じて中小零細企業の設立や成

長を奨励する 

 

ＫＰＩ（指標と目標） ２０３１年８月期までに、外勤社員の人数を 2023年 8月期の

789人から 10％増加させる 
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インパクトレーダーとの関連性 包摂的で健全な経済、経済収束 

インパクトの別 ポジティブ・インパクトの増大 

テーマ 女性の能力を活用した労働者環境の維持・向上 

取組内容 ＩＴ分野での女性エンジニアの増加に伴い、女性目線での派遣労働

者へのケアの観点から、組織の男女構成を是正し、かつ、ふさわし

い人材は積極的に管理職に登用していくことで、契約労働者の労

働環境を守り、向上させていく。また、健康確保と優しい雇用環境

を目指して新たな制度導入（フレックスタイム制、病気休暇制度等）

に向けて検討し、規定等の整備を行い、実施する 

 

ＳＤＧｓとの関連性 5.5   政治、経済、公共分野でのあらゆるレ

ベルの意思決定において、完全かつ

効果的な女性の参画及び平等なリー

ダーシップの機会を確保する 

 

 

ＫＰＩ（指標と目標） ２０３１年までにスタッフ社員の男女比率を 55：45とし、女性社

員のうち 12％を管理職に登用する 
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5．マネジメント体制 

リツアンＳＴＣでは、本ポジティブ・ファイナンスに取り組むにあたり、野中邦章代表取締役が陣頭指揮

を執り、社内の制度や計画、日々の業務や諸活動等を改めて検証することで、自社の事業活動とインパ

クトレーダーやＳＤＧｓとの関連性、ＫＰＩの設定などについて検討を重ねた。 

本ポジティブ・ファイナンス実行後においても、野中邦章代表取締役を最高責任者、 加古川稔史グル

ープマネージャーを実行責任者として業務管理グループが中心となって展開していく。社内全体の会議

などを通じて全社員に浸透させ、ＫＰＩの達成に向けて一丸となって活動していく。 

 

最高責任者 代表取締役 野中邦章 

実行責任者 

兼プロジェクトリーダー 

エンジニアリング事業部 業務管理グループ 

エンジニアサポートチーム  

グループマネージャー 加古川稔史 

担当部署 業務管理グループ 

 

6．モニタリングの頻度と方法 

本ポジティブ・ファイナンスで設定したＫＰＩの達成および進捗状況については、浜松磐田信用金庫とリ

ツアンＳＴＣの担当者が定期的に会合の場を設け、共有する。会合は少なくとも年１回実施するほか、日

ごろの情報交換や営業活動の場等を通じて実施する。 

浜松磐田信用金庫は、ＫＰＩの達成に必要な資金およびその他のリソースの提供、浜松磐田信用金庫が

持つネットワークから外部の資源ともマッチングすることでＫＰＩの達成をサポートする。 

モニタリング期間中に達成したＫＰＩについては、達成後もその水準を維持しているか確認し、経営環

境の変化などによりＫＰＩを変更する必要がある場合は、浜松磐田信用金庫とリツアンＳＴＣが協議の上、

再設定を検討する。 

以上 
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本評価書に関する重要な説明 

１．本評価書は、一般財団法人しんきん経済研究所が、浜松磐田信用金庫から委託を受けて

実施したもので、しんきん経済研究所が浜松磐田信用金庫に対して提出するものです。 

２．しんきん経済研究所は、依頼者である浜松磐田信用金庫および浜松磐田信用金庫がポジ

ティブ・インパクト・ファイナンスを実施するリツアンＳＴＣから供与された情報と、

しんきん経済研究所が独自に収集した情報に基づく、現時点での計画または状況に対す

る評価で、将来におけるポジティブな成果を保証するものではありません。 

３．本評価を実施するに当たっては、国連環境計画金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ ＦＩ）

が提唱した「ポジティブ・インパクト金融原則」に適合させるとともに、ＥＳＧ金融ハ

イレベル・パネル設置要綱第 2項（４）」に基づき設置されたポジティブ・インパクトフ

ァイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的な考え方」に

整合させながら実施しています。なお、株式会社日本格付研究所から、本ポジティブ・

インパクト・ファイナンスに関する第三者意見書の提供を受けています。 
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第三者意見書 
2023 年 9 月 29 日 

株式会社 日本格付研究所 
 

 

 

評価対象： 
株式会社リツアン STC に対するポジティブ・インパクト・ファイナンス 

貸付人：浜松いわた信用金庫 

評価者：一般財団法人しんきん経済研究所 

第三者意見提供者：株式会社日本格付研究所（JCR） 

 
 
 

結論： 
本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジティブ・イン
パクト・ファイナンス原則に適合している。 
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置さ
れたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトフ
ァイナンスの基本的考え方」と整合的である。 
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I. JCR の確認事項と留意点 
JCR は、浜松いわた信用金庫が株式会社リツアン STC（「リツアン STC」）に対して実施

する中小企業向けのポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）について、一般財団法

人しんきん経済研究所（「しんきん経済研究所」）による分析・評価を参照し、国連環境計画

金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した PIF 原則に適合していること、および、環境

省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置されたポジティブイ

ンパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え

方」と整合的であることを確認した。 
PIF とは、SDGs の目標達成に向けた企業活動を、金融機関が審査・評価することを通じ

て促進し、以て持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとして、当該企業活動が与える

ポジティブなインパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モニタリングする運営のこと

をいう。 
PIF 原則は、4 つの原則からなる。すなわち、第 1 原則は、SDGs に資する三つの柱（環

境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるかまたはネガティブな影響を特定

し対処していること、第 2 原則は、PIF 実施に際し、十分なプロセス、手法、評価ツールを

含む評価フレームワークを作成すること、第 3 原則は、ポジティブ・インパクトを測るプロ

ジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・インパクトについての透明

性を確保すること、第 4 原則は、PIF 商品が内部組織または第三者によって評価されてい

ることである。 
UNEP FI は、ポジティブ・インパクト・ファイナンス・イニシアティブ（PIF イニシア

ティブ）を組成し、PIF 推進のためのモデル・フレームワーク、インパクト・レーダー、イ

ンパクト分析ツールを開発した。浜松いわた信用金庫は、中小企業向けの PIF の実施体制

整備に際し、しんきん経済研究所と共同でこれらのツールを参照した分析・評価方法とツー

ルを開発している。ただし、PIF イニシアティブが作成したインパクト分析ツールのいくつ

かのステップは、国内外で大きなマーケットシェアを有し、インパクトが相対的に大きい大

企業を想定した分析・評価項目として設定されている。JCR は、PIF イニシアティブ事務

局と協議しながら、中小企業の包括分析・評価においては省略すべき事項を特定し、浜松い

わた信用金庫及びしんきん経済研究所にそれを提示している。なお、浜松いわた信用金庫は、

本ファイナンス実施に際し、中小企業の定義を、PIF 原則等で参照している IFC（国際金融

公社）の定義に加え、中小企業基本法の定義する中小企業、会社法の定義する大会社以外の

企業としている。 
JCR は、中小企業のインパクト評価に際しては、以下の特性を考慮したうえで PIF 原則

との適合性を確認した。 
① SDGs の三要素のうちの経済、PIF 原則で参照するインパクト領域における「包括的
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で健全な経済」、「経済収れん」の観点からポジティブな成果が期待できる事業主体で

ある。ソーシャルボンドのプロジェクト分類では、雇用創出や雇用の維持を目的とし

た中小企業向けファイナンスそのものが社会的便益を有すると定義されている。 
② 日本における企業数では全体の 99.7％を占めるにもかかわらず、付加価値額では

52.9％にとどまることからもわかるとおり、個別の中小企業のインパクトの発現の仕

方や影響度は、その事業規模に従い、大企業ほど大きくはない。1 
③ サステナビリティ実施体制や開示の度合いも、上場企業ほどの開示義務を有してい

ないことなどから、大企業に比して未整備である。 
 

II. PIF 原則への適合に係る意見 
PIF 原則 1 
SDGs に資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるか

またはネガティブな影響を特定し対処していること。 
SDGs に係る包括的な審査によって、PIF は SDGs に対するファイナンスが抱えている

諸問題に直接対応している。 

浜松いわた信用金庫及びしんきん経済研究所は、本ファイナンスを通じ、リツアン STC
の持ちうるインパクトを、UNEP FI の定めるインパクト領域および SDGs の 169 ターゲ

ットについて包括的な分析を行った。 
この結果、リツアン STC がポジティブな成果を発現するインパクト領域を有し、ネガテ

ィブな影響を特定しその低減に努めていることを確認している。 
SDGs に対する貢献内容も明らかとなっている。 
 

PIF 原則 2 
PIF を実行するため、事業主体（銀行・投資家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ

クト・プログラム・事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための、十

分なプロセス・方法・ツールが必要である。 

JCR は、浜松いわた信用金庫が PIF を実施するために適切な実施体制とプロセス、評価

方法及び評価ツールを確立したことを確認した。 
 

 

                                                   
1 経済センサス活動調査（2016 年）。中小企業の定義は、中小企業基本法上の定義。業種によって異な

り、製造業は資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下、サービス業は資本金 5 千万円以下または従業

員 100 人以下などだ。小規模事業者は製造業の場合、従業員 20 人以下の企業をさす。 
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(1) 浜松いわた信用金庫は、本ファイナンス実施に際し、以下の実施体制を確立した。 

 

(出所：浜松いわた信用金庫提供資料) 
 
(2) 実施プロセスについて、浜松いわた信用金庫では社内規程を整備している。 

 
(3) インパクト分析・評価の方法とツール開発について、浜松いわた信用金庫からの委託

を受けて、しんきん経済研究所が分析方法及び分析ツールを、UNEP FI が定めた PIF
モデル・フレームワーク、インパクト分析ツールを参考に確立している。 

 

PIF 原則 3 透明性 
PIF を提供する事業主体は、以下について透明性の確保と情報開示をすべきである。 
・本 PIF を通じて借入人が意図するポジティブ・インパクト 
・インパクトの適格性の決定、モニター、検証するためのプロセス 
・借入人による資金調達後のインパクトレポーティング 

PIF 原則 3 で求められる情報は、全てしんきん経済研究所が作成した評価書を通して銀

行及び一般に開示される予定であることを確認した。 
 

PIF 原則 4 評価 
事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIF は、実現するインパクトに基づいて内部の
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専門性を有した機関または外部の評価機関によって評価されていること。 

本ファイナンスでは、しんきん経済研究所が、JCR の協力を得て、インパクトの包括分

析、特定、評価を行った。JCR は、本ファイナンスにおけるポジティブ・ネガティブ両側面

のインパクトが適切に特定され、評価されていることを第三者として確認した。 
 

III. 「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合に係る意見 
インパクトファイナンスの基本的考え方は、インパクトファイナンスを ESG 金融の発展

形として環境・社会・経済へのインパクトを追求するものと位置づけ、大規模な民間資金を

巻き込みインパクトファイナンスを主流化することを目的としている。当該目的のため、国

内外で発展している様々な投融資におけるインパクトファイナンスの考え方を参照しなが

ら、基本的な考え方をとりまとめているものであり、インパクトファイナンスに係る原則・

ガイドライン・規制等ではないため、JCR は本基本的考え方に対する適合性の確認は行わ

ない。ただし、国内でインパクトファイナンスを主流化するための環境省及び ESG 金融ハ

イレベル・パネルの重要なメッセージとして、本ファイナンス実施に際しては本基本的考え

方に整合的であるか否かを確認することとした。 
本基本的考え方におけるインパクトファイナンスは、以下の 4 要素を満たすものとして

定義されている。本ファイナンスは、以下の 4 要素と基本的には整合している。ただし、要

素③について、モニタリング結果は基本的には借入人であるリツアン STC から貸付人であ

る浜松いわた信用金庫及び評価者であるしんきん経済研究所に対して開示がなされること

とし、可能な範囲で対外公表も検討していくこととしている。 

要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブイ

ンパクトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面におい

てポジティブなインパクトを生み出す意図を持つもの 
要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの 
要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの 
要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リタ

ーンを確保しようとするもの 

また、本ファイナンスの評価・モニタリングのプロセスは、本基本的考え方で示された評

価・モニタリングフローと同等のものを想定しており、特に、企業の多様なインパクトを包

括的に把握するものと整合的である。 
 

IV. 結論 
以上の確認より、本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジテ
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ィブ・インパクト・ファイナンス原則に適合している。 
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置された

ポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンス

の基本的考え方」と整合的である。 
 
 

（第三者意見責任者） 
株式会社日本格付研究所 
サステナブル・ファイナンス評価部長 
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本第三者意見に関する重要な説明 

1. JCR 第三者意見の前提・意義・限界 
日本格付研究所（JCR）が提供する第三者意見は、事業主体及び調達主体の、国連環境計画金融イニシ

アティブの策定したポジティブ・インパクト金融(PIF)原則への適合性及び環境省 ESG 金融ハイレベル・
パネル内に設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファ
イナンスの基本的考え方」への整合性に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明であり、当該ポ
ジティブ・インパクト金融がもたらすポジティブなインパクトの程度を完全に表示しているものではあ
りません。 
本第三者意見は、依頼者である調達主体及び事業主体から供与された情報及び JCR が独自に収集した

情報に基づく現時点での計画又は状況に対する意見の表明であり、将来におけるポジティブな成果を保
証するものではありません。また、本第三者意見は、PIF によるポジティブな効果を定量的に証明するも
のではなく、その効果について責任を負うものではありません。本事業により調達される資金が同社の
設定するインパクト指標の達成度について、JCR は調達主体または調達主体の依頼する第三者によって
定量的・定性的に測定されていることを確認しますが、原則としてこれを直接測定することはありませ
ん。 

2. 本第三者意見を作成するうえで参照した国際的なイニシアティブ、原則等 
本意見作成にあたり、JCR は、以下の原則等を参照しています。 
国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブ・インパクト金融原則 
環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル内ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース 

「インパクトファイナンスの基本的考え方」 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 
本第三者意見を提供する行為は、JCR が関連業務として行うものであり、信用格付業にかかる行為と

は異なります。 

4. 信用格付との関係 
本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、または閲覧に供す

ることを約束するものではありません。 

5. JCR の第三者性 
本 PIF の事業主体または調達主体と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関

係等はありません。 
 

 

 

■留意事項 
本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該

情報には、人為的、機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙
示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保
証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCR
は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間
接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損
害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象であるポジティブ・イン
パクト・ファイナンスにかかる各種のリスク（信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等）について、何
ら意見を表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、
リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。
本第三者意見は、情報の変更、情報の不足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。本文書に係る一切の
権利は、JCR が保有しています。本文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられていま
す。 

■用語解説   
第三者意見：本レポートは、依頼人の求めに応じ、独立・中立・公平な立場から、銀行等が作成したポジティブ・インパクト・ファ
イナンス評価書の国連環境計画金融イニシアティブのポジティブ・インパクト金融原則への適合性について第三者意見を述べたもの
です。  
事業主体：ポジティブ・インパクト・ファイナンスを実施する金融機関をいいます。 
調達主体：ポジティブ・インパクト・ビジネスのためにポジティブ・インパクト・ファイナンスによって借入を行う事業会社等をい
います。 

■サステナブル・ファイナンスの外部評価者としての登録状況等   
・国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブインパクト作業部会メンバー  
・環境省 グリーンボンド外部レビュー者登録 
・ICMA (国際資本市場協会に外部評価者としてオブザーバー登録) ソーシャルボンド原則作業部会メンバー 
・Climate Bonds Initiative Approved Verifier (気候債イニシアティブ認定検証機関) 
 

■本件に関するお問い合わせ先 
情報サービス部  TEL：03-3544-7013 FAX：03-3544-7026 

    


